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当社株主優待制度のグループ全社導入に関するお知らせ 

 
当社は、平成 20 年 9 月 1 日付で株主優待制度を下記のとおり変更し、従来のスギ薬局に加え、ジャ

パンおよびドラッグスギ（旧イイヅカ薬品）を含めたスギグループ全店舗で利用可能とすることを決定

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
１．変更の趣旨 

 

当社は、平成 20 年 9 月 1 日付をもって、商号を『株式会社スギ薬局』から『スギホールディング

ス株式会社』に変更のうえ、事業子会社４社（株式会社スギ薬局、株式会社ジャパン、飯塚薬品株式

会社およびスギメディカル株式会社）の持株会社として、スギグループの発展を目指してまいります。

つきましては、株主優待制度を持株会社体制に対応したものに変更するものであります。 

これにより、当社の株主優待は、従来のスギ薬局に加え、ジャパンおよびドラッグスギ（旧イイヅ

カ薬品）の全店舗にてご利用いただけるようになります。 

 

２．変更の内容 

変更の概要は、次のとおりであります。 

（下線は変更箇所を示します。） 

 変更前 変更後 適用時期 

取扱店舗 

優待カード 

・優待券 共通 スギ薬局全店舗 

スギ薬局 

ジャパン 

ドラッグスギ 

（旧イイズカ薬品）
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全店舗 
平成20年９月１日よ

り適用 

有  効期限  

優待カード ２月末日現在株主贈呈分 

･･･贈呈～当年11 月 30 日

８月末日現在株主贈呈分 

･･･贈呈～翌年５月 31 日 

･･･贈呈～ 日

（同 左） 

当年12 月 31  

･･･贈呈～

（同 左） 

翌年６月 30 日 

平成20年８月末日現

在の株主への贈呈よ

り適用 

（平成 20 年 11 月上

旬予定
優待券 ２月末日現在株主贈呈分 

･･･贈呈～翌年５月 31 日 

８月末日現在株主贈呈分 

･･･贈呈～翌年10 月 31 日 

･･･贈呈～

（同 左） 

翌年６月 30 日
の贈呈より適

 

1 日

用） 

（同 左） 

･･･贈呈～翌年12 月 3  

※詳細は、別紙「株主優待制度変更対照表」にてご確認ください。 

以 上 
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（別 紙） 

株主優待制度変更対照表 
（下線は変更箇所を示します。） 

変更前 変更後 
 

毎年２月末日および８月３１日現在の株主（「実
質株主」を含みます。以下同じ。）に対し、次のと
おり株主優待を贈呈いたします。 
 
（株主優待カード） 
（1）贈呈基準 

所有株式数 100 株以上の株主に対し、株主優
待カードを贈呈いたします。 

（2）利用方法 
スギ薬局でお買物の際に株主優待カードをご
提示いただくと、店頭価格より５％割引いた
します。 
ただし、調剤、雑誌、商品券等、一部商品の購入には

利用できません。また、クーポン券、その他割引券と

の併用はできません。 
（3）有効期限 

２月末日現在の株主に贈呈の株主優待カード 
･･･贈呈より当年１１月３０日まで有効 

８月末日現在の株主に贈呈の株主優待カード 
･･･贈呈より翌年５月３１日まで有効 

（4）取扱店舗 
スギ薬局全店舗でご利用いただけます。 

 
 
（株主優待券） 
（1）贈呈基準 

①所有株式数 100 株以上 1,000 株未満の株主に
対し、3,000 円相当の株主優待券を贈呈いたし
ます。 

②所有株式数 1,000 株以上の株主に対し、5,000
円相当の株主優待券を贈呈いたします。 

 なお、お近くにスギ薬局がなく株主優待券がご利用に

なれない株主には、ご希望により当社指定商品（それ

ぞれ 3,000 円相当品･5,000 円相当品）をお送りいたし

ます。 
（2）利用方法 

スギ薬局でお買物の際に現金との併用または
優待券のみでご利用いただけます。 
ただし、調剤、雑誌、商品券等、一部商品の購入には

利用できません。また、優待券のみの利用の場合にお

ける釣銭の支払いおよび現金との引換はできません。

（3）有効期限 
２月末日現在の株主に贈呈の株主優待券 
･･･贈呈より翌年５月３１日まで有効 

８月末日現在の株主に贈呈の株主優待券 
･･･贈呈より翌年１０月３１日まで有効 

（4）取扱店舗 
スギ薬局全店舗でご利用いただけます。 

 
 

 
毎年２月末日および８月３１日現在の株主（「実

質株主」を含みます。以下同じ。）に対し、次のと
おり株主優待を贈呈いたします。 
 
（株主優待カード） 
（1）贈呈基準 

所有株式数 100 株以上の株主に対し、株主優
待カードを贈呈いたします。 

（2）利用方法 
取扱店舗でお買物の際に株主優待カードをご
提示いただくと、店頭価格より５％割引いた
します。 
ただし、調剤、雑誌、商品券等、一部商品の購入には

利用できません。また、クーポン券、その他割引券と

の併用はできません。 
（3）有効期限 

２月末日現在の株主に贈呈の株主優待カード 
･･･贈呈より当年１２月３１日まで有効 

８月末日現在の株主に贈呈の株主優待カード 
･･･贈呈より翌年６月３０日まで有効 

（4）取扱店舗 
スギ薬局、ジャパンおよびドラッグスギ（イ
イズカ薬品）の全店舗でご利用いただけます。

 
（株主優待券） 
（1）贈呈基準 

①所有株式数 100 株以上 1,000 株未満の株主に
対し、3,000 円相当の株主優待券を贈呈いたし
ます。 

②所有株式数 1,000 株以上の株主に対し、5,000
円相当の株主優待券を贈呈いたします。 

 なお、お近くに取扱店舗がなく株主優待券がご利用に

なれない株主には、ご希望により当社指定商品（それ

ぞれ 3,000 円相当品･5,000 円相当品）をお送りいたし

ます。 
（2）利用方法 

取扱店舗でお買物の際に現金との併用または
優待券のみでご利用いただけます。 
ただし、調剤、雑誌、商品券等、一部商品の購入には

利用できません。また、優待券のみの利用の場合にお

ける釣銭の支払いおよび現金との引換はできません。

（3）有効期限 
２月末日現在の株主に贈呈の株主優待券 
･･･贈呈より翌年６月３０日まで有効 

８月末日現在の株主に贈呈の株主優待券 
･･･贈呈より翌年１２月３１日まで有効 

（4）取扱店舗 
スギ薬局、ジャパンおよびドラッグスギ（イ
イズカ薬品）の全店舗でご利用いただけます。

 
以 上 


